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わたしの なこと
夢中
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特集
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水道 電気 ガス
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「常に心の準備を！地域
のつながりを大切に」と
いうメッセージは下分地
区まちづくり委員会から
はじまりました。
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企画編集 やままち編集部

先輩！
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歯の構造 むし歯になると… 歯周病になると…

「酸」によって歯が溶かされ穴が
空いてしまいます

歯の周りの歯周組織（歯肉・歯
根膜・歯槽骨・セメント質）に
炎症
　↓
歯茎がやせる
　↓
歯を支える骨や歯茎の組織が失
われる
　↓
歯がグラグラになり抜ける

健全な歯

歯周炎
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12月 17件 1月 8件



19広報かみやま　No.351

vol.4

神山つなぐ公社 小池 裕子
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駐在所だ
よ
り
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住民課

Let'sの登録
について

平均額（円） 最高額（円） 最低額（円） データ件数

田（水稲） 16,204 92,592 1,000 17 件（29 筆）

畑（普通畑） 8,964 12,836 1,000 11 件（32 筆）

畑（樹園地） 15,331 92,592 3,000 19 件（36 筆）
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住民課

神山消防署 だより
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募集人員（参考 令和5年度）
　陸　約181名(うち女子約25名)
　海　約94名(うち女子12名)
　空　約86名(男女の区分なし)

受付期限
令和6年3月1日～4月12日

資格
22歳以上26歳未満の者（20歳以上22歳未満の者は大卒（見込含）、
修士課程修了者等（見込含）は28歳未満の者）
試験期日
1次　令和6年4月20日・21日（21日は海・空飛行のみ）
2次　令和6年5月24日～5月30日（海・空飛行は3次有）
入隊
令和7年3月中旬～4月上旬
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手
　
　
帳
　
　
の
　
　
種
　
　
類

身
体
障
害
者
手
帳（
戦
傷
病
者
手
帳
）

障　害　区　分
身体障害者手帳 戦傷病者手帳

級　別 項　症 款　症

視 　 覚 　 障 　 害 　（ ※１） 1 2 3 4の1 特別 1 2 3 4

聴 覚 障 害 2 3 特別 1 2 3 4

平 衡 機 能 障 害 3 特別 1 2 3 4

音 声 機 能 障 害（ 咽 頭 摘 出 ） 3 特別 1 2

上 肢 不 自 由 1 2 特別 1 2 3

下 肢 不 自 由 1 2 3 4 5 6 特別 1 2 3 4 5 6 1 2 3

体 幹 不 自 由 1 2 3 5 特別 1 2 3 4 5 6 1 2 3

乳児期以前の非進行性 上 肢 1 2

脳病変による運動機能障害 移 動 1 2 3 4 5 6

心 臓 機 能 障 害 1 3 特別 1 2 3

腎 臓 機 能 障 害 1 3 特別 1 2 3

呼 吸 器 機 能 障 害 1 3 特別 1 2 3

ぼうこう又は直 腸 機 能 障 害 1 3 特別 1 2 3

小 腸 機 能 障 害 1 3 特別 1 2 3

免 疫 機 能 障 害 1 2 3

肝 臓 機 能 障 害 1 2 3

療　育　手　帳　（※2） 障害の程度A（重度障害者）の方のみ

精神障害者保健福祉手帳（※２） 障害等級1級（自立支援医療受給者証（精神通院医療）を交付されている方）
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運転者 車両の所有者 用途

本人 本人 　専ら障害者のために使用

家族
【注1】

本人
次の方は家族【注1】所有可
①本人が18歳未満の者
（H19.4.2以降生まれ）
②療育手帳該当者
③精神障害者

　障害者の通院、通学、通所、通勤、生業又は
　週末帰省【注２】のために、週１回（月４回）以上の使用

介護者
【注3】

家族運転と同じ
ただし、家族運転該当

等級の障害者
　障害者のためにのみ（継続して日常的に）使用

 手帳の種類 必要な書類 本人運転 家族運転 介護者運転

身体障害者手帳
（戦傷病者手帳）

療育手帳

① 障害者手帳 ○ ○ ○
② 運転者の運転免許証 ○ ○ ○
③ 自動車検査証 ○ ○ ○
④ 印鑑 ○ ○ ○
⑤ 納税義務者の個人番号 ○ ○ ○
家族運転の場合（住民記録の確認） ○
⑥ 通院・通学・通所・通勤・週末規制・生業証明書【注2】 ○ ○

精神障害者
保健福祉手帳

上記②③④⑤及び   
⑦ 精神障害者保健福祉手帳
⑧ 自立支援医療受給者証     
　生計が一にする者か確認（住民記録の確認）

○ ○

介護者運転で
上記以外に必要なもの

⑨障害者の方と介護者の方の住民票謄本【注4】 ○
⑩誓約書 ○
⑪運行計画書（少なくとも 1 年以上の間、週 3 日程度以上の利用） ○
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包括支援センター
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第2回



31広報かみやま　No.351

3月中旬 3月下旬 3月下旬 4月上旬

3月下旬 4月上旬

3月下旬
4月上旬

4月中旬
5月中旬

4月下旬
5月初旬

3/30㊏ 31㊐

3/ 5/13 31㊌ ㊎〜

4/14㊐

3/23㊏24㊐
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